
会費規定 

労働保険事務組合 

千歳経営労務協会 

 

１．入会費       ２０，０００円 

 ・労働保険（雇用保険、労災保険）適用手続き費用 

 ・経営者（役員、家族社員）の労災特別加入手続き費用 

 

２．会費（月額） 

全従業員数 

（社長・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等含む） 

労働保険 

適用事業所 

労働保険・社会保険 

適用事業所 
労
務
顧
問
付
き
は
別
途
協
議 

１～５名 ４，０００円 ６，０００円 

６～１０名 ５，５００円 ８，０００円 

１１～１５名 ７，０００円 １０，０００円 

１６～２０名 ８，０００円 １２，０００円 

２１名～３０名 １０，０００円 １５，０００円 

３１名～４０名 １２，０００円 １８，０００円 

４１名～５０名 １４，０００円 ２１，０００円 

５０名以上 一人２００円追加 一人３００円 

 

３．臨時会費及び特別事務費 

 ・労災保険給付の請求手続き    ３，０００円／枚 

 ・労働保険年度更新の事務     会費の１か月分 

 ・社会保険の算定基礎の事務    会費の１か月分 

 ・委託解除の事務      ２０，０００円 

 ・社会保険の新規適用手続き    ４０，０００円 

 ・助成金の申請      支給額の１０％ 

 ・その他（就業規則、労使協定ほか）    別途協議 

 

４．徴収方法 

 会費の徴収は毎月１１日に京都銀行各取引支店より自動引き落としとします。 

 ただし、事情により引き落としができない場合は、年間会費を３期に分けて銀行振込み

（振込手数料会員負担）による前納とします。 

 


